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平成２４年度第３回社会教育委員会議会議録

日 時 平成２５年１月１８日(金）

13：30～15：50
場 所 市役所第２庁舎１階会議室

出席委員 奥田議長、別紙副議長、池田委員、小藏委員、高橋委員、村上委員、

森山委員、山口委員 計８名

欠席委員 小林委員、中川委員 計２名

事 務 局 教育委員会：スポーツ生涯学習部：生水部長、木戸次長

生涯学習推進課：松平課長、沢渡主査、白﨑主事

青少年課：松野課長

中央図書館：石井館長、今井副館長、藤原係長

１ 開 会 （進行） 生涯学習推進課主査

２ 挨 拶

社会教育委員会議議長

スポーツ生涯学習部長

３ 議 事

中央図書館への指定管理者制度導入について

＜説明＞ 中央図書館長

民間事業者の持つ能力の活用によって費用の削減や市民サービス向上を

図るべく中央図書館への指定管理制度の導入を検討していることから、その

検討理由や効果、今後の予定について説明したほか、図書館協議会における

諮問と答申及びそれに対する考えや、他都市における指定管理者制度の導入

状況、図書館運営に関する資料等を紹介、さらに本市中央図書館の状況につ

いて説明。

＜質疑＞

委 員：ご説明いただいたんですけれども、この今日の会議はどういう会議の性格

になりますか。これは議長の方からまず、宣言をしていただきたいと思いま

す。というのは、つまりこれは社会教育法の１７条の１項か２項にあたるも

のなのか。そうでなければね、どれにあたるのかその位置づけをはっきりさ

せてからこの会議を進めなければ、それが教育委員会にどんな形で反映され

るのかというのが、法令に依拠しないような会議だと大変なんで、どうでし

ょう。
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議 長：おっしゃることは、分からなくもないんですけれども、法律のどれに当て

はまるかというのは、そこに書いてある項目には残念ながら当てはまらない

んですけれども、立案でもないですし、諮問でもないというのは間違いない。

ただ、教育委員会として市民の意見を広く吸い上げる手段として、社会教育

委員の意見を聞きたいということでお話がありまして、こういうふうにお集

まりいただいているというところです。

委 員：ですから、法令に依拠しない会議の性格というのはあるんですか。なんと

ない意見を言って、それで社会教育委員会のそれぞれの委員の意見を言い合

って、それで社会教育委員会としての責任を果たしたことになりますかね。

ここは、議長がしっかり位置づけてもらわないと、これ以降どういう意見を

どんなふうに言ったら良いのか、なかなか言いにくくなるんですよね。

議 長：今回問われているのは、ここに書いてあるとおり指定管理者制度を導入す

るにあたってどんなことが考えられるかというのを、皆さんから聞きたい。

図書館協議会の方で諮問を受けて答申がされて、それはそれで図書館協議会

の方々のお仕事ですからわかるんですけれども、私達に問われているのはた

ぶん一市民としてどう考えているかということを聞きたいんだと思うんで

すよね。

委 員：そんなことを聞かれているんですか。一委員がそれぞれどう考えているか

なら、アンケートでいいんじゃないですか。そうじゃないでしょ。社会教育

委員会として、どういう教育委員会に。

議 長：社会教育委員会という会はないのでそこはお願いします。ここは、あくま

でも社会教育委員会議で、委員会ではありませんので。

委 員：社会教育委員が社会教育委員会議を今、構成してやっているわけですね。

文化賞を決めたのはあれはなんですか。

議 長：文化賞を決めたのは、あれも決めたんじゃなくてあくまでも私たちは推薦

ですけれども。

委 員：決めたわけじゃないですよね。ここで決められるものは何もないですから。

あれはなんですか。会議ですよね。

議 長：あれも会議ですよ。

委 員：会議ですよね。じゃあこれも会議ですよね。この会議でしか、意見を集約
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することは出来ませんよね。

議 長：さっきの教育委員の意見をということですか。

委 員：なぜ、諮問にならないんですか。

議 長：それは私に聞かれても困ります。私が答えるべきではないと思います。

委 員：社会教育委員の職務は、第１回の新しい社会教育委員が任命というか委嘱

されたときに、第１７条をこれが社会教育委員の職務ですよと、わざわざ皆

さんに配ったんですよね。ですから、これは企画・立案して、具申する仕事

と、教育委員会から諮問されたときに、それを応えるということですよね。

それから、３番目は特別にありますけれども。ですから、そこのところを曖

昧にすると、この会議は空中分解するんじゃないかと思うんですよね。あれ

これの人が意見を言ったって、社会教育委員会議の意思にもならないし、社

会教育法で位置づけられている社会教育委員としての職務を遂行したこと

にならないと思います。

部 長：確かに社会教育法１７条の社会教育委員の職務としては定められていない

内容かもしれませんけれども、議会でも答弁させていただいておりますが、

教育委員が最終的に図書館の指定管理という事項を判断するにあたり、図書

館協議会の方に、まず諮問させていただいて答申をいただいた。さらに、教

育委員の方から社会教育委員の皆様の考えを聞きたいという要望があった

ことから、このように社会教育委員会議を開かせていただいて、委員の皆様

は学識経験者だとか各界で活躍されている色々な方々の集合体でございま

すので、そういった方々の貴重なご意見をお聞きしたいということで、この

会議を開かせていただいているということをご理解いただきたいと思いま

す。

委 員：議長。この会議が大事だからちょっと発言続けさせてもらいたいんですけ

れども、今の部長の議会での答弁というのは、越川議員に対する答弁ですか。

部 長：いえ。前々部長の時代からずっと歴代部長がそのように答弁しております。

委 員：部長が越川議員の９月段階でしたかね。あのときに図書館の問題だけで越

川議員が質問されたときに、図書館協議会と社会教育委員会議の役割につい

て質問しているんですよね。そのときに部長はどのようにお答えになったか

は記憶されていますよね。議事録読みましょうか。図書館協議会はいいです

よね。ようするに諮問にかけますと言っているんですよ。図書館協議会は図
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書館長から諮問されて答申する。それから社会教育委員会では教育委員会か

ら諮問されて。

部 長：諮問という言葉は使っていないはずです。社会教育委員に諮問するという

言葉は私は一切使っておりません。

委 員：そうですか。読みますよ。次に社会教育委員でございますが、これも地方

自治法第１３８条の４第３項及び社会教育法第１５条の規定に基づき設置

される附属機関であり、社会教育法第１７条の規定に基づき社会教育に関す

る諸計画の立案、教育委員会の諮問に応じ意見を述べること、教育委員会の

会議で社会教育に関し意見を述べること、青少年教育の特定事項に関する助

言と指導を行う機関として、その役割を果たすものでございます。以上のこ

とから、図書館協議会、社会教育委員会のどちらも執行機関である教育委員

会の附属機関であることから、諮問機関として答申を行ったり、他の諮問機

関との連絡調整を図りつつ、社会教育が総合的、効果的に推進されるように

色々な助言をしていただくものでございまして、最終的に指定管理者制度導

入の是非につきましては、執行機関である教育委員会が決定するものでござ

いますので、ご理解をお願いします。

部 長：ですから、図書館協議会に図書館の指定管理について諮問したわけですよ

ね。社会教育委員は他の諮問機関と連絡調整を図りながらというところが、

社会教育委員会議です。ですから、社会教育委員会議に諮問するとは一回も

答弁しておりませんので。先の議会でもそうですし。ようするに諮問するに

あたって、図書館協議会が一義的に図書館の管理運営について、運営協議会

があったりして、やっているにもかかわらず、そこに諮問して答申をいただ

いたのに、さらに社会教育委員会議に諮問するなにものもございませんよ

ね。２つの機関に２重に諮問するというのは、ありえないと思うんです。そ

の点に関しては、社会教育法第１７条に基づく事項でないですけれども、教

育委員会から要請があれば、教育委員が最終的に判断するために色々な方か

ら意見を聞きたいということで、社会教育委員の方の意見を聞きたいという

要請があっても、それは法に定められていないから、そういう会は召集しな

い。開いても意味がないとおっしゃりたいのですか。教育委員から要請があ

っても、それは法に定められていない事項だから社会教育委員会議は開くべ

きではない。開いてもそれは無効だとおっしゃるのですか。

委 員：図書館協議会は、図書館長に対する答申ですよね。ここは、教育委員会と

社会教育委員会が意見をどんなふうに伝えるかですよね。これは教育委員会

の言葉ですけれども、図書館は社会教育施設の中核的なものであるというこ

とをかねがね発言されているんですよね。ですから、社会教育施設の中核で
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ある社会教育施設を管轄すると言いますか、それに対する色々な助言やこれ

でいいのかということを、話し合うのが社会教育委員会ですよね。

部 長：そうしますと、図書館協議会はどういう位置づけになるのですか。

委 員：図書館協議会は直接、館長にですけど、図書館も含めた社会教育施設を社

会教育委員会は大事な機関として色々なことを助言したり、あるいは管理す

るというのは変ですけれども。

部 長：委員のおっしゃりたいことは、図書館協議会の上位に社会教育委員会議が

あって、その上位に教育委員会があるという位置づけをおっしゃりたいので

すか。お話を聞いていると、図書館協議会があって、そこが管理運営に関す

る事項を話し合って、その上に社会教育委員会議があって最終的に教育委員

会があるというように私には捉えられるんですけれども、そういうお考えで

すか。

委 員：私たちは直接、教育委員会に社会教育委員として、図書館の指定管理をど

う考えるかということについて具申する機関だと思うんですよね。

部 長：ですから、具申いただくために色々なご意見をいただきたいということで、

この会議を開かせていただいているわけですよね。ですから、合議体として

賛成か反対かを問う機関ではないと、前々からお伝えしていますし、前部長

もお伝えしておりますしね。ですから、図書館協議会が導入の是非について

答申いただきましたけれども、社会教育委員会議はそういう位置づけではな

いということは、以前から私申し上げているわけで、指定管理制度を導入し

て運営していくにあたって、図書館協議会からこういう懸念された問題があ

って、それに対する市教委の考えはこうです。それを踏まえて社会教育委員

の色々な方々の建設的なご意見を聞きたいということで、冒頭ご挨拶で説明

させていただきましたけれども、意見を集約して教育委員に直接お伝えして

最終決定機関である教育委員会がどのように判断するか。というための１つ

のプロセスとして、色々な方の意見を聞くために社会教育委員会議を開かせ

ていただきたいということで、今日開かせていただいているということなん

ですよ。それについては、そういうことでご理解いただきたいと思うんです

よ。これ以上、ちょっと時間がずれても他の議論がございますので、そこは

議長にお任せいたします。

議 長：よろしいでしょうか。

委 員：じゃあ、行革プランではですね。２２年度、２３年度、図書館協議会と社
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会教育委員会と協議を続けて、２４年度に色々指定管理についてと書いてい

るんですね。社会教育委員会議は、２２年度、２３年度は一度も協議という

ことをしたことがないんですよね。それはどうしてそうなりましたかという

ことのご感想を、今伺っておかないと。感想というか釈明ですよ。２２年度、

２３年度に公開された行革プランの協議の中に。

部 長：それは行革審議会の中で、協議されるべき事項ではないでしょうか。

委 員：違いますよ。これは市民にオープンにされているんですから。

部 長：それは、こないだの１２月議会でも答弁させていただきましたけれども、

当初は２月に条例提案させていただきたいということで答弁させていただ

いているんですが、確か渡辺満議員のスケジュールが遅れているのではない

かという意見に対しまして、なぜ遅れたのかということに対しまして、諮問

が遅れたというのもあって、それに対して協議とか図書館協議会でするに至

るにあたって時間がかかって答申がずれ込んだことによって、条例提案も遅

れたと説明させていただいてます。それが原因で社会教育委員会議にご意見

を聞くというのも今日に至ってしまったわけですけれども、２２年度、２３

年度に一度も協議をしていないというのは、行革プランでは確かにその当

時、そういうふうにお伝えしたかもしれませんけれども、図書館の方で釧路

の図書館を視察したり、アンケート調査を行ったり、その時々に色々やらな

ければいけないことが当初考えていたよりも、色々なことが発生したために

行革プランとおりに進まなかったという点は、それは委員おっしゃるとおり

スケジュールとおりに行革プランが進まなかったというのは、それはスケジ

ュールが大幅にずれ込んだというのはやむを得ないと思います。ただ、それ

だけ図書館は指定管理を導入するにあたって、慎重に進めなければいけない

という考えもあって、館長以下、行革の職員も一緒に釧路の図書館に視察に

行って直接図書館長から話を伺ったり、現状の図書館の実情を把握するため

に図書館の利用者の方にアンケート調査を行ったり、データを収集したり、

色々なことを蓄積して最終的に丹念していくために時間がかかったという

ことは、どうぞご理解願いたいと思います。

委 員：初めてですね。そういう話を聞くのは。あれは行革推進委員会のプランだ

って言うんですか。

部 長：委員。行革プランのと最初冒頭におっしゃいましたよね。

委 員：行革プランを最初に出したのは教育委員会じゃないんですか。
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部 長：行革推進委員会で承認いただいた計画ですよね。それを進めるにあたって、

たぶん行革推進委員会でも、遅れた理由とかを当時言っていると思うんです

よね。

委 員：でも、あれは教育委員会のプランですよ。

部 長：教育委員会のプランですけども、市長が政策として行政改革プランに乗せ

て推進していくにあたって、行政改革推進会議があってその進捗状況の会議

をやっているわけですから、その中で毎年プランというのは検証しますよ

ね。それで、行革審議会にかけて進捗度が遅れた理由は何かといったところ

を説明しているはずですよね。それは総務部の方で説明をまとめてやってい

ますけれども、ただそれは、教育委員会として社会教育委員に説明をしてこ

なかったかということは、過去の会議に私も出ていませんので把握はできま

せんけれども、実情としてはそういう色々な問題があって、ここまで遅れた

というのは誠に申し訳ないと思っております。委員の方々に本当に申し訳な

いと思っています。もっと早くに社会教育委員会議にお図りして色々なご意

見を聞いて計画どおりに２月の議会に提案させていただく予定だったんで

すけれども、年度を跨いでしまうという事態に至るということに対しては、

大変申し訳ないと思っております。

委 員：審議は一度で終わる予定で、会議を召集されているんですよね。

部 長：そうです。

委 員：それも恐ろしい話です。社会教育委員会が軽視されているというよりも無

視されているというか、侮られているんではないかという感じを私は思いま

す。そうじゃなければ、２年間ね、こんな大事な問題を一回じゃなくて何度

も何度も本当は審議しなければならないにもかかわらず、１１月２日に答申

が出たのが２か月半も経ってるんですよ。それ以前にもう２年半経っている

んですけれど、それだけ図書館の指定管理の問題というのは大変な問題だと

いうことを示すことだと思うんですよね。それを１回だけで済ませてくださ

いというのは協議にならないんじゃないかと思うんです。

部 長：その前に図書館協議会でかなり時間をかけて論議していただいて、諮問し

て答申をいただいていますので一義的に図書館協議会の方々でワーキング

グループを作って協議をされたりですとか、かなり時間をかけて答申をいた

だいていますので、その答申に対する考え方を整理するのにも教育委員会の

方でちょっと時間がかかったものですから、今日の会議日程ということにな

っていますけれども、他都市でも色々図書館の指定管理は導入されておりま
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して、反対者の意見とか賛成の意見、メリット、デメリットというのが大体

同じような問題が発生しておりまして、それに対する考え方というのもある

程度、どこの自治体でも整備されていますので、苫小牧に限って何か特殊性

があるというのであれば、それは委員の方からおっしゃっていただければ、

それに対して我々は教育委員会に伝えたいと思います。他都市の図書館とは

違って、苫小牧の図書館はこういう特殊性があるんだ。例えば、釧路とは違

うんです。例えば、全国３００以上の図書館で指定管理が入っていますけれ

ども、それらとは苫小牧は違うんです。ここが違うんですということがござ

いましたら、そういうことは是非こういう会議で言っていただければなと思

うんです。

委 員：もう一回いいですか。図書館協議会で長い間審議された。そして、ここま

で時間かけてきて貰ったと言いましたよね。その意見が、その時間をかけた

ものが、どっか吹っ飛んじゃって、なんか全然皆さんが書いた答申について

の考え、それが今、ここで問われているんだと思います。

部 長：答申の他にワーキンググループの報告書も添付させていただいていますよ

ね。理想の図書館像とか、図書館協議会の方々が長い時間をかけて色々な協

議をしていただいた成果物と言いますか。それを事前に昨年暮れに送った資

料の中にも添付させていただいていますよね。ですから、図書館協議会が目

指すべき図書館像というのを描いておりますし、その中に現状の図書館にお

ける問題と今後の図書館における問題は、こういうことですよ、こういうこ

とが懸念されますよ。さらに諮問に対する答申の中でもこういうことが懸念

されますということが全部書いてあります。協議会の答申の中身やワーキン

ググループの報告書の中身ですとか。それらを踏まえて教育委員会として

は、その懸念される問題に対してこのように考えていますというのを整理さ

せていただいて委員の皆様に送らせていただいておりますし、市民の方々に

もお知らせできるホームページとか、図書館の掲示板にも掲示させていただ

いているということをご理解いただきたいと思います。

委 員：それで、話をする軸は、今館長が説明された指定管理者制度導入の取り組

みについてという私どもに配られた最初の基本的な導入したいということ

を軸に、その方向で意見をくれという感じになりますか。

部 長：導入して運営していくにあたって、どのような図書館にしていったらよろ

しいのか。例えば、特定の図書館の話をして申し訳ないのですが、北海道で

あれば釧路市さんが指定管理者制度の２期目に入ってますけれども、館長が

視察に行ったり、我々も図書館長の話は聞いたりしていますけれども、ああ

いうふうにしていくには現状の中でどういうふうに改善して行ったら良い
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のか。目指すべき図書館像があって、それに向ってどのように運営して行っ

たら良いのか。というような色々な貴重なご意見をいただきたいと思ってい

ます。ですから、今の図書館というのはこういう問題があります。だけど、

目指すべき図書館像に近づけるには、こういった問題点があってそれを解決

するには、こうして行ったらいいのではないかとか。その根底にあるのは指

定管理者制度を導入するというのがあります。そして、指定管理者制度とい

うのは目指すべき図書館像を実現するための手段でしかないと思っていま

す。ようするに直営か指定管理者制度のどちらかを選ぶだけであって、市民

にとって、目指すべき図書館像が具現化されれば一番よろしいわけですよ

ね。ですから、そういう視点で色々な建設的なご意見をいただきたいという

ことなんです。過去においてこういう諮問、答申がございました。それの問

題点に対する市教委の考えはこうです。そして、それらを総合的に踏まえて、

委員の皆様方こういったことはどうですか、こういったことは出来ないでし

ょうか。こういった問題はどうなんだろう、どう考えているんだろう。そう

いった意見をいただきたいと思います。

議 長：それでは、今お話があったように指定管理者制度導入というのが前提とい

うことで話を進めさせていただきたいと思うんですけれども、事前に配布さ

れている資料をお目通しいただきまして何かご質問、ご意見などございまし

たら、お願いしたいんですけれども。

副 議 長：それでは、時間が経ったんで、簡単にかいつまんで気付いた点や疑問点を

お話したいと思います。まず中央図書館の決算状況についてですけれども、

資料をいただきまして４番目の中央図書館の状況ということで決算状況が

ありますけれども、これが図書館から出ています、とまこまい図書館要覧の

１０ページ目に決算概要がありますけれども、数字がちょっとあっていない

んですよね。些細なことですけれども、これは民間でも許されることではな

いんで、確認をしていただきたいと思います。そして、図書館協議会が導入

をすべきではないという答申を出されましたけれども、これにつきまして私

個人としては尊重すべきと思います。図書館協議会としても反対のための反

対をしているわけではなくてですね、現状指定管理者制度導入にあたって理

想とすべき図書館像を考えたときに、今の現状の指定管理者導入の前にです

ね、今の問題点が相当あぶりだされているんですよね。ですから、そこら辺

につきましては、現状の問題とこれから指定管理者制度を導入するにあたっ

て、きちんと切り離して制度導入の前にやっておくべきことが指摘されてい

るんだと僕は思います。ですからそこら辺のことは民報にも書いてありま

す。導入に向けて走るだけでなくて、疑問とすべきことは、これはやっぱり

クリアにすべきだということで、これは基本的に教育委員会としても日頃や

られていることですから、言葉足らずであれば言葉をもう少し大きくして、
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いずれ導入に向けてパブリックコメントを市民から求めるのであれば、間違

いなくこの点は指摘されると思います。ですから、その前にマスコミを使っ

てきちんとここの部分の疑問はクリアになるように広報すべきだというふ

うに私は思います。それから、図書館に関わる経営管理上とか制度導入に関

わる制度運用上の課題。これにつきまして、いまさら説明するまでもござい

ませんけれども、運営に関する理念の明確化だとか、図書館に固有の経営管

理上の課題。実際に収益を上げる何物もないわけですよね。ただ、ケチるし

かない。ケチってサービスをするということですので。後は、指定管理者制

度をどのように導入していくかということに関して、もっと具体的に取り組

んでいく必要があるのではないか。市民にとって一番不幸なのは、市立図書

館が単なる無料貸出機関ということだけで終わってしまえば、これは非常に

不幸だなと思います。今回、図書館協議会がまとめられた理想の図書館像に

あたりまして、図書館としてどのようなレファレンスサービスがあったの

か。それともまったくそういうことはなくて、ワーキンググループの皆さん

が時間とネットワークを通じて調べ上げてまとめ上げられたのか、ちょっと

お伺いしたいんですけれどもこの辺いかがですか。

図書館長：協議会での報告の中でという意味でよろしいんでしょうか。

副 議 長：ここにあるいただいた資料をまとめるにあたって、市立図書館として、こ

こは非常に多岐に渡っていますので、ただ苫小牧だけしか知らない人間では

とてもまとめきれないですよね。これだけ膨大な日本全国の情報を元にかい

つまんできちんとまとめられていて、資料価値として非常に高いと僕は思い

ます。それにあたって、図書館としてワーキンググループの皆さん方に何か

レファレンスサービスを行ったことがあるのか。

図書館長：協議会の方からこういう資料はないか。ああいう情報はないかという問い

合わせはありました。その部分については、お答えできる部分についてはお

答えしています。資料につきましても様々な方向からの資料はお渡ししてお

ります。図書館協議会の委員の方々が一生懸命やっておられて、独自に調査、

研究をされた部分が大きな部分かと思いますが、我々としてもそれには答え

ております。

副 議 長：わかりました。それで平成２４年度の市立図書館の運営方針の２にありま

す利用者へのサービス向上（１）レファレンスサービスの充実というのが入

れられておりますけれども、この資料を見ますとですね、どんな種類の本を

何冊貸したとか、どれだけ来館者がいたとか、非常に詳しく書かれているん

ですけれども、具体的にレファレンスサービスの実績というのが、ほとんど

目に分かるようにまとめられていないんです。にもかかわらず一番先に事業
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の中で取り上げられているんです。ちょっと奇異な感じがするんです。です

から、例えば、法律相談があったとか、独居関連の相談があったとか、最新

工業技術の相談があったとか、これは図書館の司書だけでは無理です。図書

館を中心とするネットワークが必要ですよね。この場合には、例えば最新工

業技術であれば、苫小牧テクノセンターに行くとか、それから雇用促進のと

ころに行くとか、苫小牧高等専門学校を有効に活用するとか、こういうよう

な相談を受けてそういうネットワークで対応しましたというようなまとめ

方があっても良いんじゃないかと思うんです。ちょっとここら辺につきまし

ては、あまりにもちょっと欠けていますんで、せっかく第一番目にピックア

ップされるんでありましたら、そういうまとめ方というのは今後大事になっ

てくるんじゃないかと思います。それから、指定管理者制度導入によって期

待されること。色々ありますけれども、まず図書館に制度を導入する業務ス

パンとしてはどのように考えていますか。例えば、窓口業務だけを指定管理

者に預けるとか、図書館の運営自体全般的な物を預けるとか、これはどのよ

うな考えですか。

図書館長：あくまでも基本的に業務をばらすということではなくて、全体を委ねてい

きたいと考えております。

副 議 長：その場合、今の現有の職員が２３名、内嘱託が８名という資料が出ていま

すので、ここの職員の処遇はどうなりますか。

図書館長：一般職員につきましては、先ほども説明させていただきましたが、一般行

政職として採用しておりますので、平成２６年４月１日段階では通常の人事

異動の対象ということになります。それから、嘱託職員につきましては、期

限付きの任用となりますので、２６年３月３１日までの任用期間ということ

でそれで任用は終わりということになります。

副 議 長：今後、図書館の指定管理者制度導入にあたりまして、委託期間は４年とい

うふうに考えていますか。

図書館長：指定期間については、今具体的には申し上げられませんけれども、通常苫

小牧市における関係指針には４年とうたわれておりますが、それにとらわれ

ることはないと考えております。もう少し踏み込んだ内容で検討した中で指

定期間を定めたいというふうに思っております。

副 議 長：もう一つ人件費削減となると効果をうたわれていますけれども、三位一体

の行革の中で、地方交付税が大幅に削減されて、非常に財政的に苦しいとい

うのは分かるんですけれども、たまたま調べてましたら千歳市の図書館に指
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定管理者制度が導入されている。窓口業務なんですね。地元の山三ふじやと

いう元々酒屋さんなんですけれども、今は図書館事業部なるものを設けまし

て、そこで職員を募集してやっているんですけれども、そこにたまたまハロ

ーワークのデータがありました。ハローワークによりますと基本給プラス定

額手当て月１４１千円とあります。年間で１，６９２千円なんですけれども、

このレベルですとなんかしょっちゅう人の出入りがあるみたいなんですね。

最終的に指定期間がありますから、指定期間のうちの前にも欠員がでれば、

欠員を補充しなければならない。ところがそこで採用された司書は、その時

点で最低４か月以上と書かれています。４か月で終わっちゃうんですよ。そ

れ以降保証がないんです。そういう場合の人事の穴埋め、欠員補充というの

は、これから苫小牧としては考えていかなければ、わずか１４１千円しか貰

えないのに４か月で首切られます。そういうところには人は集まりません。

そこら辺のことは十分考えていかなければ、例えばこれで夫婦と子ども一人

だったら生活保護費よりも下がっちゃう。そういう状況がはっきりしていま

すので、これは有資格者の職業を得る場所としては、非常に不適格だと思い

ます。苫小牧はそういうことはないと思いますけれども、ここら辺のことは

気がつきましたので指摘させていただきたいというふうに思います。

なお、千歳市は２５年以降は５年を基本とするというふうに変えるみたい

ですので、そこら辺のことは既にご承知のことだと思いますけれども、指摘

だけをしておきたいと思います。最後に、制度導入によって期待されるサー

ビス。サービスの向上が期待されますということで、札幌の例なんですけれ

ども、開館日の増とか、開館時間の延長拡大。それと貸出冊数の増加。１回

あたり今まで５冊しか貸出していなかった物を１０冊貸しました。これによ

って貸出量が増えましたと。これに対して市民はですね、満足は向上はしま

した。でも、それ以外の部分についてはまだ不満は減少していないという実

態があるようです。特に高齢者とか障がい者サービス。こういうものに充実

が必要というふうに取り上げられておりますけれども、時間の関係上あまり

ごちゃごちゃ申しませんけれども、取りあえず気がついたことをかいつまん

でですね、指摘させていただきたいと思います。

議 長：他にありませんか。

委 員：私が勤めているのは郵便局なんですけれども、皆さんが知っている通り国

営でやっていました。今は民営化でやっているわけなんですけれども、一番

恐ろしいのは個人情報なんですよ。本を借りたりすると、図書カードに住所

とか書いてますよね。私も利用者カードを持っているんですけれども。そう

いう中で民間会社が例えば、一個人でも会社ぐるみでも、個人情報を特定の

企業に流してしまったというリスクが結構あったり、パソコンで攻撃されて

情報を盗まれたとかというリスクというのが、今でもあるんじゃないのかな
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あと思うんですよね。後、民間の会社で社会犯罪をやってしまった場合です

ね、当然取消しになりますよね。その後の対応とかは一体どうするのか。取

消しになったんで図書館利用出来ませんというふうになってしまうのか、ど

うなのかなというのが私の中であります。後、私は PTAの役員なんですけ

ども、学校図書との関係ですか、そういうのも民間委託した会社とうまく連

携がとれるのか。今は教育委員会という物があって、学校も教育委員会なん

で、言葉は悪いんですけれどもツーカーというか意思疎通とかなされている

んですけれども、一民営のそういう会社になると学校図書との関係がうまく

いくのかというのがあるんですけれども。後、私、昨日図書館に行ってきた

んですけれども読み聞かせの教室とかやっていますよね。後、郷土の資料を

集めたりするのも図書館の仕事なんですけども、それを民間の方がうまくや

ってくれるのかなと思うんですよね。正直言って図書館というのは郷土の文

化なんですよ。正直なところ指定管理者制度と出たときにちょっと怖いなと

いう思いがあったんですよね。経費を削減するというのはとてもいいことだ

と思うんですけども、それに伴うリスクというのも考えないとちょっとまず

いなと思うんですけれども、ここに２６年４月に実施すると書いてあるの

で、あれなんですけれども、僕もちょっとぱらっとこれ見て、インターネッ

トで調べたんですけれども、逆に戻しているところもあるみたいなんですよ

ね。確か、平成１５年の自治法の改正に伴ってこういう図書館というところ

の指定管理者制度導入というのが始まってきて、２４年度に２６年度で苫小

牧もやろうかなという世の中の動きになっているんですけれども、逆に戻し

たところの意見もなぜ戻したのかなとチラッと見たんですけれども、最初は

指定管理者の会社すごくいいとみんなワーッとなって、いいねいいねとやっ

ていたそうなんです。途中、指定管理者の期間が終わって、別の会社になっ

たんですね、そのときガタガタとなっちゃってこれじゃだめだということで

戻したとその自治体のところには書いてたんですけれども、そういうのにど

うなのかなと思います。

委 員：図書館の理想の図書館像というワーキンググループが出したレポートに指

定管理者から直営に戻した図書館として、長野県飯島町２００６年導入、２

０１０年直営。島根県安来市２００６年導入、２００８年直営。出雲市２０

０５年導入、２００７年直営。香川県善通寺市２００８年導入、２０１１年

直営。福岡市小郡市２００６年導入、２００９年直営。佐賀県佐賀市２００

５年導入、２００８年直営。やっぱり一回導入して少し経って戻したところ

が結構あるんですよね。

委 員：だからやっぱり二の舞を踏まないのであれば、指定管理者制度を導入して

もいいんですけれども、二の舞を踏むようだったら、ちょっとやはりもっと

慎重に考えたほうがいいんじゃないかなと私は思うんですけれども。
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部 長：その件に関しまして、先の１２月議会でも同じようなご質問がございまし

て、教育長が答弁させていただいたんですが、なぜ戻したか。それはその受

け手のほうに問題があったんですよ。ようするに振興公社であったりとか、

体育文化振興財団であったりとか、ようするに財政基盤がしっかりしていな

くて、それだけのノウハウを持っていないところに指定管理者にしてしまっ

たという行政側の方の判断ミスと言いますか、そういった本来もうちょっと

しっかりした経営基盤を持って安定的な企業に指定管理にすべきところを、

例えば色々なしがらみで、例えば市が出資している団体とか、振興公社はま

さに市が出資していますよね。そういったところに指定管理にしたために駄

目になったというのが実情だと思います。ですから、本当に民間に指定管理

にして戻したというのは確か、静岡市１市くらいだったように思います。静

岡市がどうして戻したのかというのは、歴史的背景だとか色々な街の事情が

ございますのでそこはあまり詳しく聞けませんので、本当の事情というのは

分かりませんけれども、ただ今おっしゃった安来市とか佐賀市、出雲市、飯

島市とかそういったところについては、市の関連団体ですとかそういったと

ころに指定管理にしたために駄目になったというのが実情だと、そういう議

会でも答弁させていただいております。

委 員：新聞談話なんですけれども、市長があぶなっかしいこと言っているんです

よね。一回やって駄目だったら戻せばいいと。チャレンジまでさせてくれな

いのは、ナンセンスだと。

部 長：それは、言葉のあやだと思いますよ。

委 員：それが市長の本音だったりすると思いますよ。

部 長：それはないと思いますよ。そんなことは考えておりませんので、一度指定

管理に出すということは、戻すという考えではございませんので、ようする

に委員がおっしゃられるように、図書館機能が駄目になるということは絶対

にございませんから。ようするにそれだけ信頼できる指定管理者に指定管理

をお任せするということが大前提ですから。ですから、専門の司書を沢山抱

えてますし、冒頭、館長の方からも説明いたしましたように日本全国あっち

こっちにいろんなネットワークを持っている指定管理者であったり、出版会

社に精通しているとか、いろんな条件を付けるんですよ。指定管理にするに

あたっては要求水準書というのがございまして、これに関してはこれだけの

水準を確保してください。人件費については、指定管理費の元となる基準管

理費用の中で市はこれだけ見ますのでこの人件費の中でやって下さい。逆に

委員がおっしゃるようなワーキングプアが発生するような事態になったと
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きは、モニタリングで跳ね返しまして、そこの業者は指定管理者として参入

できないようになりますので、そういったリスクを侵して、そういった運営

をする会社は、信頼できる業者というのは絶対そういうことはしませんよ。

ようするに会社の信頼を失うイコール会社が倒産の存亡の危機にかかりま

すのでね。やはり地方自治体の仕事を請けるということは、信頼がなければ

受けられないという民間企業はそういうポリシーを持っていますのでね。そ

ういった企業を選定していくというのが市の大前提にございますので、人件

費の問題ですとか、司書の確保ですとか、それからいろんなレファレンスサ

ービスの向上ですとか、絶対に委員おっしゃるように図書館を閉ざすという

ことは行政としても絶対出来ませんので、つぶれるような、先ほど言ったい

ったん戻すような企業には絶対指定管理は行政処分としてかけませんので、

選びませんので、その辺はご安心いただきたいと思います。他の部分につい

ては館長の方から説明しますので。

図書館長：色々お話をいただきました件につきましては、当然私も実務担当者といた

しまして、懸念されるであろうという部分について感じております。お話の

とおり平成１５年の地方自治法改正から始まったわけですけれども、やはり

制度そのものの導入当初、制度が出来たばかりの段階では業務委託の延長上

でしか考えられなかった部分があるのではないかという報告がされており

ます。従いまして、業務委託や指定管理者制度そのものの有効性というもの

や、制度というものが違いますということをしっかり認識した上で、進める

べきだろうと考えておりますし、今現在２期目を迎えている図書館の中で

は、非常に高度な事業展開が図られてきております。当然、個人情報の部分

等につきましても、民間事業者においても行政側以上に厳しい枠組みや制度

を適用したりしておりますので、そこら辺についても多くの問題点は現在な

い。確かに、制度そのものが出来たときに一部施設においてはそういう問題

が発生したという報告はあります。しかし、それらを踏まえて改善策も取ら

れて、現在では有効に活用されているというふうになっております。それか

ら読み聞かせ、あるいは郷土資料につきましても図書館業務の範疇として、

図書館業務に精通する事業者においては、どこの図書館でも実際に運用して

いる。なおかつ、我々は反省しなければならない部分はあるかと思いますが、

時間的、あるいは人為的な問題でなかなか出来ないということ以上に市民の

皆さんや利用者と一緒になって取り組んでいるという部分もありますので、

こういった問題はすでに他の全国の指定管理制度を導入している図書館に

おいてもクリアされております。そういった状況が報告されていますので、

それらを踏まえた中でより良いものを導入していきたいと思っております。

なお、ワーキングプアというお話も出てきましたし、委員の方から賃金の問

題のお話もありました。そういったこともありまして、画一的な考え方は取

っておりませんし、取るつもりもないと考えております。それなりに有資格



16／30

者なりそういったものも含めた中で、個々に様々な資料を利用しながら適正

な積算をしていきたいと思っていますし、事業者に対しましては労働法や関

係法等の遵守は十分求めてまいりますので、一部受託事業者の中には労働関

係に非常に詳しい弁護士が一緒になって取り組んでいるというようなお話

も聞いておりますので、そこら辺はある程度、クリアできると思っておりま

す。後は、行政側がどこまで一緒になってやっていけるかということで、我々

は最大限努力してまいりたいと考えております。以上でございます。

副 議 長：例えば、指定管理を受けたところで何期かやっているところがあるんです

けれども、状況によってはですね、市の直営よりもお役所的になってやって

いるところがあります。具体的なことを言いますと緑ヶ丘のテニスコート。

札幌とかいろいろなところから大会になると選手が時間的に余裕をもって

集まります。３０分～１時間前に集まるんです。ところが９時から使わせま

すのでゲートを閉めて中に入れないんです。外に５０人くらい待っているん

です。それでも入れない。これなら市の直営より悪いじゃないかというよう

な話を聞きますので、柔軟性はありますと言ってますけれども、受ける側に

よっては柔軟性はまったくない。お役所以上にお役所の仕事をやっていると

ころがある。何を言いたいかと申しますと、そういうところに指定管理を頼

んでるんですよね。やっぱり市側のチェック、それから定期的な評価、こう

いうものをきちんとやらないと、元々は市民サービスの向上なんですから、

そこら辺は頭の中に叩き込んでもらわないと駄目だと思います。これはあら

ゆる場面の指定管理を受けた民間に言えることだと思います。

図書館長：今のお話につきましては、当然図書館への導入に対する考え方として行政

側の立ち位置、関わり方が重要視されると言われています。当然、任せた以

上任せる、知らんよとはなりません。官と民が一緒になって運営をしていく。

そこには市民サービスの向上だとか価値観の向上、そういった物が求められ

るんだろうと思ってますので、当然そこには、今お話のあったようなケース

は出てはならないと思っておりますし、そういったケースは図書館において

は報告されておりませんので、当然そこら辺は我々も肝に銘じなければいけ

ないと思います。

部 長：委員。ちょっと本質外れますけれども、テニスコートの件。そういうのは

すぐにスポーツ課に言ってください。市民サービスが低下しているって。た

だちに指定管理者を呼び出して指導をかけますので。そういった逆行するよ

うな指定管理者の管理運営については、言っていただければ直に改善させま

すので。

副 議 長：管理する側として、プレイヤーが５０人近くも待っているんだからゲート
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を開けるのは当然ですよね。

部 長：それは直ちに言っていただければ、やはり行政側も委員おっしゃるように

チェックはしているんですけれども、年中チェックするわけにいかないもの

ですから、合間を縫って行くものですから、直接使われている方のご意見と

いうのは、反映させていかないと指定管理者もなかなか成長しないものです

から。逆に直言っていただければ、対応したいと考えてございます。

副 議 長：後もう一ついいまけれども、そこは振興公社なんですけれども。市との係

わり合いも非常に深いですから、何年も何年もやっているもんですから。

部 長：馴れ合いになってるかもしれませんね。直に言って下さい。指導しますの

で。

委 員：ちょっと分からないんで教えていただきたいんですけれども、イメージ的

には、今の中央図書館の館長というのは運営会社というか民間会社の責任者

になるということですかね。

次 長：業務委託と指定管理はなかなか混同されると思うんですけれども、業務委

託というのは一部分。こういうことをこういうふうにやってくださいという

のが業務委託です。ですから、この貸出窓口だけとか、図書館において業務

委託をしている町、自治体もございます。そういうところですと、この業務

についてこの民間業者なりにやっていただくと。指定管理というのは、施設

そのものの管理運用も含めてということですので、当然館長自体も施設の館

長ということですので、基本的には今までやっていたことの大部分について

は、指定管理の事業者が行うというふうに考えていただければと思います。

ですから、業務自体も基本的に引き継ぐということですし、先程からお話し

しましたけども、管理運営の手法というところが指定管理ということですの

で、やることは基本的には大きなところでは変わらないというふうにご理解

いただければと思います。

議 長：他にご意見、ご質問ありますか。

委 員：こういう内容について、かなりの時間を割いて図書館協議会でやられて、

その中で色々問題点があったようで出されてます。かなり議論されて出てき

た結果だと思うんです。それで、私は賛成なんです。やってもいいと思うん

ですよ。それは行政側がチェックをしていかに網かけをかけるか、それは行

政の手腕ですから。大前提にあるのは市長のこれは絶対的な公約ですから。

行政マンとしては市長サポートですから、これはやらなきゃならんと思うん
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ですよ。ただ、やるについては今、個々の委員の意見の問題点はクリアしな

いといけないのは当たり前のことなんだと思うんですよ。さらにやったはい

いけど元にした自治体もあると、それを参考にしながら進めるということが

大事であって、それを全く最初から指定管理制度の導入はノー若しくはノッ

トという考え方じゃなくて、入れるにあたって色々な問題点が出てくるのは

あたりまえなんですよ。それをいかにクリアするかって言うのはこれは行政

マンの力量であって、私は個々の問題についてこうこうしゃべるって気はあ

りません。時間ありませんので、当社会教育委員という委員の構成員として

はですね、委員の結論としては、反対もあり賛成もありなんだという結論に

していただきたい。ただ反対だというのは図書館協議会と同じよな足並みに

なってしまいますんで、私は先程委員が、この委員会は法的な根拠がという

ことで色々な議論をされましたけれど、それまで求められている今の時間じ

ゃないわけですから、私としては申し訳ないですけど、賛成というとこで、

当委員会の落としどころとしてはいいんじゃないかなと思っています。以上

です。

議 長：他にご質問は。どうぞ。

委 員：指定業者さんが図書館行政を行うということ、行政がチェックをしながら

ということでしたが、ここで見込まれている費用については、年間１，８０

０千円ということですが、たったこのくらいの費用を節約して社会教育の中

核をなすといわれる図書館行政を指定管理の業者さんに任せてしまってい

いものかという懸念を私は持ちます。もう少し、まったく１００％指定業者

さんに委任してしまうことが反対ということではありませんが、さっき、行

政がチェックをしながらというお話でしたが、もう少し二本柱のような考え

でチェックをしながらというよりもうちょっと強力なサポートを何年か持

って、その後、その結果に基づいて段々と１００％に近づけていくというよ

うなことではどうかなあと思っております。始めから任せてしまってチェッ

クをしながらというのでは弱いのではないかなあという気がいたしますが。

部 長：よろしいですか。削減効果１，８００千円。確かにそんな額だけで指定管

理に向かって。削減効果は当初の積算段階ではこの程度です。今、詳細には

じき出していてもうちょっと出るかもしれない。ただ、お金を削減するだけ

に指定管理を入れるのではなくて、自民党政権の三位一体改革に始まりまし

て、自治体のリストラが始まったんですよ。それで、人が削られ、予算も削

られ、国からの補助金も削られ、交付金も削られ、お金も人もなくなってき

た。それに加えて団塊の世代がごそっと辞めていく。そうした中で１００人

辞めても年間２０人とか３０人しか採用しない時代がずっと続いているん

ですよ。市の一般職としては、当時から見ると８００人以上削減されていま
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す。そんな中で図書館の司書職として、専門職として民間が抱えるように抱

えていくだけのお金もなければですね、それだけの人もいないんですよ。で

すから、一般職として採用して司書資格の有る方を図書館にいかせますけど

も、それも長い期間置いておけないんですよ。他の部署でも必要とされるか

ら。ですから、人事ローテーションでいろんな部署を経験していかないと、

行政というのは色々な経験を積み重ねて一人前の住民の奉仕者として仕事

を出来るわけですから、図書館司書だけ司書をやっているわけにはいかない

んですよ。ですから、そういった行政側の事情もありまして、お金だけでは

なくて人の問題もございまして、民間の活力といいますか、民間が経営基盤

がしっかりしていて、司書もたくさん抱えていまして、自由にレベルの高い

レファレンスサービスを提供できるとか。市の職員はもう長い方もいますけ

ど、そういう方はどんどん定年で辞めていくんですよ。そうすると若い職員

がいきなりぽっと来て、質の高いレファレンスサービスが出来るかという

と、なかなか出来ることじゃないですよ。ですから、そういう専門の司書を

たくさん抱えている民間業者にお願いするという、そういった理由もあるん

ですよ。お金の削減だけじゃないんですよ。そういったことも是非ご理解い

ただきたいと思います。それから指定管理をやっていく中っていうのはチェ

ックするのは当たり前で、年度末にモニタリング制度というのが指定管理制

度にはございます。それで、日々ぽっと行って監察官みたいなものですね。

チェックする者がいます。それで、日々の状況、管理の状況を見てきて、人

がきちんと配置されているか。サービスがきちんとなされているか。そうい

ったチェックをしてモニタリング制度で年に１回、点数付けをするんです

よ。それで、指定管理者の方からプロポーザル方式でこういうことを提案し

たいという提案型で受けますので、それがきちんとなされているか。最大限

の水準が維持されているか。そういったことをきちんと点数を付けてその点

数が悪ければ、４年とか５年の指定期間を組んで、最初良かったけど、どん

どん悪くなっていけば減点式ですから、持点が減っていって次回の指定管理

の更新ができないということになります。当然受けた業者というのは、次も

ずっと指定管理を受けたいわけですから、当然そういうマイナスになるよう

なことは、出来るだけしないようにしていくはずなんです。もし、そういっ

た業者があれば、それは１回の指定だけで終わってしまいまして、もっとよ

り良い業者に参加していただいて、新しい業者に移行していくという、そう

いう指定管理者制度になっていますので。指定管理者制度が始まった時はモ

ニタリング制度というものは、まったくなかったんです。それが、委員がお

っしゃるようなワーキングプアの問題とか色々な問題が発生していたんで

すよ。ただ、今のモニタリング制度が導入されてからは、指定管理者の方も

質も上がり、制度そのものがだんだん高くなってきたということを是非ご理

解いただきたいと思います。
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委 員：技術的なことについては、日々新しいことになっていっていると思うんで

すが、私なんかは今から生きられれば２０年でも３０年でも苫小牧市に生き

ていきたいと思っております。それはどうしてかというと、やっぱり苫小牧

市を愛しているし、苫小牧というのはこういう歴史の元に出来てきて、今こ

ういうふうになろうとしているんだということを常に考えています。社会教

育委員としてもぼうっとしてないで、見ていかなきゃならないという意識が

あります。それで、その指定管理の方にお願いしたときに、技術的なことで

は優秀でありましょうけれども、例えばそれが東京からいらしてる方だった

り、札幌からいらしてる方だったり、ようするにここを愛する、ここに根づ

いた教育を行うということから、段々離れていきそうな気がして心配です。

部 長：それはご安心ください。指定管理者制度は行政が全く手を引くんじゃない

んですよ。管理運営を任せるだけで基本的なものについては、先程おっしゃ

ったように指定管理者と行政側が協働で、より良いサービスを提供するため

に、お互いにやっていくということです。行政がまったく手を引いて丸投げ

するということではございませんので、そこはまったく違いますのでご理解

願いたいと思います。

議 長：他にご質問などありませんか。

委 員：いいですか。市長の公約だからという部分がありますよね。公約だから市

の理事者も頑張っているんだと思いますけれども、公約というのはこんなに

いっぱいあってですね、市民が一つ一つわかっていいですよと投票したわけ

でなくて、ある意味で岩倉市長ならいいだろうということで、委任したんだ

ろうと思うんです。ただ、個別になると一つ一つがこういう形でいいのかと

いうふうにして、公約が正しいのかどうかを検証される期間があるんだと思

うんですね。それは今検証されつつあると。それを２年かかって、３年です

か。３年かかってようやくぎりぎりのところで案が出てきてなおかつそれ

も、専門家ですよ図書館協議会の協議委員というのは、ほんとに大学の図書

館を運営している方、あるいは、道立図書館の協議委員をやってこられた方。

あるいは図書館のことについて日頃から考えておられている方。そういう

方々が何十日間討議したかというとですね、諮問が来てからでも１０回。自

分の時間を全部、その時間に潰すくらい４時位から１２時位までというのを

何回か繰り返して、図書館の専門家の皆さんが聡智を上げて答申を書いてい

るんですね。１０人の方がそれでいいだろうということで、OK出している

んです。それくらい、密度の濃い答申なんですよ。その答申に対する考え方

が出されましたよね。その考え方が、その人たちの専門家の皆さんが考えて

大丈夫なのということについては、一度もこれ検証されていない。この答え

は。ですから、館長。図書館協議会の委員の皆さんに個別に、この答えはお
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伝えしているんですか。図書館協議会委員の皆さんへこういう答申をいただ

きましたけど、あらためてこう考えますということを出してないですよね。

図書館長：ホームページ上で公表しています。

委 員：まあ、ホームページは見る人少ないと思うけど、機関としての図書館協議

会委員の皆さんにこう考えました。せっかく何十時間、１０人の方が一致し

て出してくださった。それをこういうふうに出します。ですから、皆さんが

質問に対して答えが出る。それが、本当に図書館を運営するにあたって妥当

性を持っているかどうかについて、必ずしも図書館協議会委員だったらどう

考えるだろうということを私は懸念するんですよ。ですから、もっとじっく

り協議しましょう、話しましょうというのが、社会教育委員会議のこの場だ

と思ったんですよ。ですけど、一問一答くらいで終わるんであれば、私はち

ょっと申し訳ないですけれども、ここでこういう資料も欲しいなということ

を用意していたんですよね。ただ、もう一回で終わって時間もないと。時間

のことを気にしてばかりなんですよね。２年間の期間が１時間半で社会教育

委員の話は終わり、社会教育委員の意見はこうでしたということを、どうい

うふうに伝えるかという客観的なこともなくて、こういう雰囲気で伝えると

いうことも社会教育委員会への取り組み方というんですかね、私は責任を十

分果たすことが出来ていないなという気がするんですけれども、これを皆さ

んに配ってもいいのかどうか、私はやっぱり図書館法をみんなに配って欲し

かったんですよ。この資料の中に。なぜ図書館法がないのか。それから、図

書館の設置及び運営上の望ましい基準というのが、文科省から出ていますよ

ね。これは、この答申が出てからも更新されていますよね。館長はご存知で

すよね。ご覧になってますか。そのご感想はありますか。

図書館長：今回の改訂にあたってこういった運営環境の変化に対応していくことが触

れてきていますので、そういった部分。あるいは、私立図書館の問題だとか、

やはりそう言った部分の図書館の環境については、大変大きな変化を見せて

いるんだろうと考えております。

委 員：分かりました。それから、指定管理制度に関する地方自治法関連条項。こ

れも皆さんが見てから出発した方がいいかなと。それから、総務省の自治行

政局長通知が２２年１２月２８日にありましたね。指定管理者制度はこんな

程度でいいのか。ちゃんと考えてやりなさいよというのがありました。その

後、片山総務大臣の記者会見でも図書館の指定管理はなじまないという発言

をされていますよね。それから、苫小牧市行革プランの中央図書館の関連資

料を出していただいた方が良いんじゃないかな。特に、行革プランを出した

ときの教育委員会会議のどんな会議をして、行革プランが出て行ったのか。
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ほとんど、教育委員会会議は基本的な討議はやられていないんですよ。ただ、

行政が出したものに１つ２つ質問があっただけ。それが今一人歩きしてもう

図書館の指定管理問題がこういう事態を迎えている。もう一つは、前々部長

が部内検討委員会ということを何度も言っているんですよ。部内検討委員会

でこれは直営にすべきか、あるいは民間に委託すべきかをつぶさに５５０項

目を検討して、それで最終的にこれは直営。これは民間。メリット、デメリ

ットということを何度も言っているんですよ。ですから、その部内検討委員

会の内部資料といいますか、検討過程の資料を是非公開してもらいたい。こ

こで社会教育委員会議でやはりみんなに公開してもらって、先ほどの意見に

もありましたけれども、全部移行するのか、部分的なのかというのは、一回

討議されているはずなんだけれども、突然前々部長から現部長の発言。それ

から、諮問の中身では、すとんと変わって全面指定管理になっている。その

検証が内部資料が公開されていないんです。あとはですね、図書館協議会の

議事録ですね。どんなふうな意見が出て、質問集というのがあるんですよ。

その質問集などについても、図書館とはどういうものかということを、共通

理解の上で話をしたいなと私は思ったんですよね。ですからこの中で指定管

理者制度導入について市議会でどういう質疑があったかということも、ここ

で色々共通の理解で話が出来ればいいかなというふうに思ったしだいです。

そしてまた、先ほど館長が新しく田中真紀子文科大臣が１２月１９日に望ま

しい基準を出して、それは１２月１９日から施行ですから、その中には図書

館協議会などを含めて第三者機関の点検評価が望ましいと言っているんで

すね。ですからこれは施行されているんですよ。ですから、館長の時代にこ

のことを本当はやらなきゃならない。今から進めないといけない。しかしそ

ういうぐらいに必要な自己点検なんですよ。ところがこの考えとか考え方で

すね。あるいは、新しい取り組みについての最大のことは、現状の認識が、

だから図書館には指定管理制度が必要なんだという現状の評価、現状分析が

まったくない。むしろそこが回答にないですよ。なぜ直営じゃなければいけ

ないのかということを答申で言われているんですよ。現状がこうだから指定

管理が必要だということがほとんど出ていないです。それは文科省の望まし

い基準では、必ず自己評価をすれと言っているんですよ。それから、サービ

スというところに非常に具体的になりましたでしょ。それは図書館法でこう

いうサービスをやりなさいと書いてあるんです。それよりももっと詳しいで

すよ。つまり、皆さんが配ってくれた図書館の指定管理が行われている例が

ずっとでていましたけれども、そういうことが、直営でもやれることだと言

っているんですよ。なぜ直営でそういうことをやれるように現図書館は動か

ないんですか。１，８００千円。１，８００千円減らせって言うんだったら、

この中で１，８００千円減らせるんじゃないんですか。今、委員がおっしゃ

ったように。１，８００千円で管理体制まで全部そっくりやってしまうとい

うのは。それじゃ１，８００千円減らせって言うんだったら減らす。いくら
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でも減らそうと思えば出来るはずですよ。そういう意味で対価を取らない図

書館運営に市からお金を出す出し方が軽減されて、なおかつサービスが多く

なるといったら、プアが生まれるだけですよ。それと、尊重という言葉も気

になりましたけれども、答申を尊重します。しかし、参考にさせていただき

ます。尊重という言葉をもてあそんでいるんじゃないかと私は思いますね。

尊重を参考と同じだと言って今の教育委員会が管轄する生徒にそんなこと

言えますかということですよね。どういうふうにして、尊重する図書館像に

ついて共感するところ、あるいは答申に出ているどの部分が尊重できること

だということを、具体的におっしゃったほうが良かったと思うんだけど、ほ

とんど無視されています。それでよく尊重という言葉を使われたなというふ

うに思うしだいです。

議 長：すいません。ちょっと休憩入れたいと思うんですけどよろしいですか。

副 議 長：休憩の前に今の部分について１つだけ。片山総務大臣が当時おっしゃった

ことは、指定管理者制度というのは、こういう形になるとは思わなかったん

でしょうけれども、そこに参入することによって、これは法律違反ではない

ということです。法律違反ではないと言ってますよね。その他に１２月１９

日の田中真紀子文部科学大臣の中で、図書館の運営の基本の中で５項目目に

図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図

書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、

司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管理

者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が確実に実施されるよ

う努めるものとする。と書いてあります。ですから、ここさえきちんと守ら

れていれば、何も問題ないと思います。

議 長：はい。それではここで休憩を入れさせてください。それでは１５時１５分

から再開したいと思います。

・・・休憩（約１０分）・・・

議 長：はい。それでは、１５時１５分になりましたのでお話を進めたいと思いま

すけれども、先ほどの委員のお持ちになった資料なんですけれども、皆さん

資料をいただきますか。

委 員：申し訳ないですが、よろしいです。

議 長：そうですか。それでは、今いただいても今すぐ読む時間もあまりありませ

んので、それでまだちょっとお話を伺っていない委員の方が何人かいらっし
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ゃいますので、その方からご意見をいただきたいと思いますが委員いかがで

しょうか。

委 員：私は母ですので、お母さんの立場で言わせていただきたいんですけれども、

やっぱり先ほどこちらの方も言われましたように１，８００千円の削減とい

うただその位の金額でというのは、私もそうやって思っております。それと、

お役所の方の事情も色々とあると思うんですけれども、普通に行政のことだ

とか、指定管理のことだとか、あまり分からない市民とか理解していない市

民は本当に簡単に図書館がどうなるんだろうという不安だけですのでね。借

りやすくなるようにとか、困らないことがないようにとか、先ほども出まし

たようにテニスコートの入口ですとか、それも指定管理になった場合に２年

や３年、もしかしたら５年くらい続くかもしれませんけれども、それ以降の

ことも考えておかないといけないんじゃないかなと私は簡単なんですけれ

どもそういうふうに思いました。後は、お母さん達が、子ども達が、良い教

育を受けれるように、良い本に出会えるように、ただただそれだけの思いで

皆さん市民の方は居ると思うんですよね。だからもっと簡単に良いことと、

悪いことと、困ったことと、困ること。これから未来に向けてのそういうも

のをみんなが分かるように出してくだされば私は良いかなと簡単なんです

けれども、こうやって言わせていただきます。

議 長：それでは委員、いかがですか。

委 員：一番最初にこの会議の位置づけはというお話がありましたけれども、私、

社会教育委員ということで中学校の校長会も兼ねています。前回ここ決議す

る場所じゃないと思っていたんですが、色々な意見があったということが報

告されればいいのかなと思いながら聞いてたんですけれども、なんか、そん

な感じでもないなあと思ってちょっと気後れしながらお話できないでいま

した。私は、どっちでもないんです。賛成でも反対でもないんです。ただ、

中学校の状況と図書館との関わりをお話しないとならないなあと思いなが

ら先ほど聞いていました。中学校は今、苫小牧市の全ての学校が朝読書をし

ています。本を中央図書館から借りて読んでいる生徒は少ないかもしれませ

ん。学級文庫があったり、自分で買ってきて読んだり。そういう全ての生徒

が本を持って朝読書をしているという状況の中で、そことの関わりはあまり

ないかなと。読み聞かせは中学校でもやっていただいてますし、小学校でも

やってくれてるし、図書館の方やボランティアの方も非常に積極的にやって

いただいております。後、関わりといえば職場体験で行って司書の体験をし

たり、それから、中々時間は取れないんですけれども、総合的な学習の時間

で調べ学習に行って調べてくるとか、夏休み、冬休みであれば本を借りに行

くか。ただ、中学生の現状というのは毎日６時間で、委員も部活も何もやっ
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ていない生徒でも終わるのが３時半です。その後、委員会やって家に帰った

ら４時過ぎちゃいますよね。サービス向上の話をする時にやっぱり子ども

達、土日も含めてもっと遅い時間まで開館してもらわないと、なかなか図書

館まで行けないと思います。併せて、蔵書がもっと増えてということとか、

移動図書館ももっと借りやすい状況というか、朝読書もやっているようです

から、もっと読みたい本を聞いて上手くまわしてもらえるとか、そういった

ことをやっていけば、中央図書館ももっともっと学校との関わりが出てくる

かなと、そう思ったときに今の状態ではできないのかということと、指定管

理者にした方ができるのかということ。私も分からないんですけれど、その

２つを整理しながら考えていく必要があるのかなと。だから、先に指定管理

者どうこうという話よりも、サービスとかそういうことがきちっと適切にさ

れることの方が、重要なんじゃなかろうかなと思いながら話を伺っていまし

た。はっきり賛成だ反対だと言えば一番良いんでしょうけれども、そんなお

話でよろしいでしょうか。

議 長：私も委員の一人として言えば、普通の学校で予算が毎年毎年減らされてい

くので、図書館に本を入れるのも大変ですし、やっぱり人が減らされている

というのがあるので、なかなか今までやっていることを維持していくという

ことも大変な状態なので、やっぱり市の職員として図書館やっていけないと

いうのはわかるところではあるので、指定管理者になるのもやむを得ないん

じゃないかなというふうに思ってます。ただやっぱり、不安に思ってる人が

たくさんいらっしゃるっていうのは、今日のお話でもわかったところなの

で、それをやるって言うのであれば、これを不安に思っている市民に向けて

もっと色々なピーアールしていかないと、賛同を得られないんじゃないかな

と思いますので、そういうところにちょっと力を入れてやっていかないとい

けないんじゃないかなと思います。法律で違反なんだとか違反ではないとい

う意見もあるんですが、現実にやっているところがあって、それで訴えられ

ないのであれば、たぶん法律的に問題ないんだと私なんかは簡単に思うんで

すけども、その辺もちょっと詰めて、さっき委員からお話がありましたチェ

ックというか評価ですよね。どこでもやらなきゃ駄目だと思うんですけれど

も、そういう体制をできるだけ早く確立してですね、いろんなところの指定

管理が入っていますけれども、先ほどの委員の話じゃないですけれども、や

っぱり指定管理になったからか、その前からかはわからないですけれども、

色々不満に思っていることを吸い上げる仕組みをつけていかないと、自分達

で自己評価と言いながら他の人に見ていただくんですけれども、後になって

から意見が出てきても中々次の計画を立てるのに間に合わないということ

もあると思うんで、こまめに意見を吸い上げる仕組みを作っていただけたら

良いんじゃないかなと思います。この委員会議としては意見を１つにまとめ

ようとは思わないですし、中々簡単にはまとまらないと思うので、今まで
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色々話し合ったような意見が出ていたということを教育委員会の方にお伝

えいただければと思います。

議 長：他にこれだけは、付け加えて欲しいということがございましたら。

委 員：ここで諮問とか答申という形にはなりませんけれども、一色にまとめて反

対ですとか、賛成ですとか、というんじゃなくて図書館法なんかをみんな

色々知って、図書館協議会の答申も共通理解をまず持って、指定管理はどこ

に問題があるんだろうか、本当にいいんだろうかということを、客観的にお

伝えした方が本当は私は良いと思っていたんですよ。でも、そうでなくても

いいんだということなんで、そうかなと思いながら会議に望んでいるんです

けれども、例えば取り組みについて、館長が最初に読み上げた理由の一つに、

専門的な職員の確保については、現在は一般職で採用された職員が司書とし

て勤務しており人事ローテーションによる一定期間での異動となるため、時

代の変化に対応することができる専門的人材を図書館の選任の職員として

養成することは大変難しい状況になっております。って書いてあるんです

ね。これ、あらためてこういう理由を出してますけれども、諮問の中にこう

いうことは入っていませんでしたよね。そういうことを最初からどうして言

わないんですか。そしてこれは教育長か教育委員会か分かりませんけれど

も、人事配置の図書館をどういうふうにして基準に沿って有効な運営にさせ

ていくかということを方針で出しさえすれば、あらゆる色々なところで素晴

らしい図書館が出来てくるんですね。だから、そういうことは理由にならな

いと思うんですよね。そんなことも含めてこの図書館サービス。新しい基準

というのはかなり詳しい基準になっていますし、きちんと評価も受けなさい

となっていますから、これからでもしっかり出して、それなら指定管理が必

要だというふうにいけるそういう自己評価。第三者評価を受けることが望ま

しいというのが一番新しい基準の方向ですから、そういうふうに教育委員会

議も考えていくように望みたいというふうに思いますね。

議 長：それでは結構長いこと、議題３についてお話してきたんですけれども、こ

の辺で議題３を終わらせていただきたいと思います。では、続きまして、次

第の 4、その他ですけれども。

委 員：ごめんなさい。結局、どういうふうに、社会教育委員会の意見は、今の雰

囲気でこういう意見があった、こういう意見があったということを伝えると

いうことになりますか。社会教育委員の個々の意見の中にこういう意見があ

りましたということになるのですね。それが社会教育委員の協議の中身です

か。
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部 長：ご意見を頂いたということで、協議に含まれますね。ご質問に対してお答

えしましたし、協議をどうとられるかっていうのは、聞くだけでしたら意見

を聞きましたっていうことになりますけれども、意見に対して一応行政側の

考え方も示しておりますので。我々は協議ととらせていただいて、それをま

とめたご意見として教育委員会に最終的にお伝えして。教育委員会の方には

全てを伝えますので。委員のご意見も教育委員会にきちんと伝えますので。

４ その他

(仮称）新大成児童センターへの指定管理者制度等導入について

＜説明＞ 青少年課長

施設の老朽化や狭隘化が問題となっている西弥生児童館及び大成児童セン

ターを２６年３月に廃止し、両館を統廃合した施設を２６年４月に新たに設

置するにあたり、市民に対するサービスの向上や民間活力による経費削減を

図るべく指定管理制度の導入を考えていること。ついては使用料設定の条例

改正も含めた住民説明会及びパブリックコメントの実施といった今後の予定

のほか、道内他市における導入状況や本市児童センター及び放課後児童クラ

ブの業務について説明。

＜質疑＞

委 員：新大成児童センターだけ指定管理者制度が導入されるということですか。

課 長：行革プランでお示ししているのは、新しく統廃合する時に合わせてまず１

館だけということで考えています。

委 員：そうすると、新大成児童センターだけ遅くまで開館するといったことが起

きてくるのですか。

課 長：そうです。

委 員：児童館同士の連携というのはあるのでしょうか。現在もそうですし、指定

管理者になったときも。とりあえず新大成だけが（指定管理に）なるといっ

てましたよね。他のところは現状のままだと。その時の連携というのは。

課 長：当然、先ほどもお話したように、私どもの方でいろいろとこういうことを

やってほしい、ああいうことやってほしいとお願いする部分もございますの

で。夜間利用につきましては、先ほどもお話ししたように現状ではなかなか

難しいところがあるということで、新しくできるところからやっていくと。

その後の予定というのはまだ、これからの話になりますけれども、ゆくゆ



28／30

くは広げていかざるを得ないかなと思っておりますけれども、とりあえず現

段階では新しい施設で夜間利用の延長をと考えております。あと、連携はと

りあえず当然しながらやっていくことになります。

副 議 長：ちなみに、今まで西弥生児童館と大成児童センター、それぞれ０歳から１

８歳まで、利用該当者と思しき人数はどのくらいかわかりますか。

課 長：現状では、高校生までは対象としていないところなんです。今現在では中

学生までということになっておりますけれども、送迎ですとか幼児が一緒に

できますので、そういった大人も含めまして、西弥生児童館が１６千人、大

成児童センターが１９千５００人ぐらいというような数字になっておりま

す。

副 議 長：今までそれぞれの児童館を利用している子どもは身近なところに行ってた

んですよね。今度は徒歩で行けなくなる可能性もあるのですか。

課 長：新大成児童センターは、公住に囲まれたところにあります。それで、西高

校の太い通りがありまして、大成町寄りになりますので、今まで西弥生の児

童館に通っていたお子さんについてはちょっと難しいところも出てくるの

かなと思いますけれども距離的には来れる距離ではあります。

副 議 長：非常に利用しにくくなりますね。

課 長：そういうデメリットもありますけれども、ただ、いいこともございます。

先ほど申しました高校生の利用まで延長する、それから現在、乳幼児の関係

で申しますと、専用の部屋というのが現在はどの児童館にもございませんけ

れども、開館しているときは通年利用できる乳幼児用の部屋、それから高校

生の、例えば学習のできる部屋、そういうのも備えたいなというのは考えて

おります。

副 議 長：ちなみに利用しやすくするために、バス路線を変更してということも考え

られるんですか。

課 長：そういったことは考えておりません。

副 議 長：何でこんなことを聞くかと申しますと、町内会もやっているんですけれど

も、歩いて今まで行けた人がだんだん高齢化になって、歩いていけなくなっ

た。そしたら近所の人と支え合ってタクシーで行くんですよ。それも町内会

の総合福祉会館、三町にまたがっているんですけど、それじゃあ駄目だとい
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うんで身近に集会所とかが必要だというのが今の現状なんですけど、これは

非常にいいことだと思うんですけれども、仮にそういう問題が子供に限って

出てくる可能性があるんじゃないか。

課 長：基本的には身近なお子さんが来ていただけるということになります。今現

在でも範囲といたしましては西小学校の校区と大成小学校の校区の部分で

やっているものですから、バス路線という話ですけれども、まっすぐ来られ

る状況であります。

副 議 長：今ですよね。

課 長：はい、ただ、バスに乗ってこられる方というのはまだ想定していないとこ

ろではあります。

委 員：これは報告なんですよね。議論してどうするかという話じゃないですよね。

報告なんでこれで行きますっていうことなんですね。

課 長：はい。

委 員：そうですか。４００万と言う効果額が出ていますよね。４００万っていう

のは、具体的にどうしたら４００万が浮くのですか。それと導入市の評価及

び問題点で、本市が導入した場合はどういう問題点が出そうかっていうのは

ここに出てくるくらいなんですか。

課 長：まず効果額は、私も先ほど申しましたけれども、主査職ということで、館

長も私が兼務しておりましてその下に、それぞれの館に係長クラスの監督す

る者を置いております。その者の人件費が浮くと思いますし、あとは嘱託職

員を配置しておりますけれどもその者たちの人件費などについても若干下

がるかなということで４００万ということで考えております。また問題点に

つきましては、大きなものとしては他市の問題点ということでこういうのが

ありますけれども、これから具体的に指定管理者制度を導入する時に、また

出てくるかと思いますので、それも合わせて検討していきたいと考えており

ます。

委 員：４００万減ることで、子供たちにしわ寄せがいくということはありません

か。

課 長：それについては、ないようなやり方ということで考えております。



30／30

委 員：他市で修繕費とかっていうのは負担が加わると言っていますね。施設管理

は市が行っているので修繕費、修繕料等の負担が加わりますというのは市が

支出しなきゃならんということですか。

課 長：それは今の指定管理者の場合も同じような形です。この児童館に限ったこ

とではないですが、他市ではそういうものも出ているということで入れさせ

ていただきました。

委 員：４００万というときの、４００万で済まなくなるというか、それより少な

くなる場合もあるということですね。

課 長：４００万といいますのは、先ほどもお話ししましたけれども、制度導入に

よる部分だけで、それにつきましては修繕費は含まれておりません。主に人

件費だけということになります。

議 長：ほかにご質問は。ないようでしたら、時間もだいぶ経過しましたので、こ

の辺で本日の会議は終了したいと思いますけどもよろしいですか。それでは

本日の会議は終了させていただきます。皆様、ご協力ありがとうございまし

た。

５ 閉会

15時 50分終了


